
この「修了証」は「資格」を証明するものではありません（医師・歯科医師・保

健師、管理栄養士、一定の保健指導の実務経験のある看護師、あるいは現在すで

に保健指導に関わっている者が受講した場合に、研修修了証が有効であり、その

職務・保健指導の範囲に基づいて保健指導を行うことができます）。
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　特定健診・保健指導に向けた人材育成

予 防 医 学 概 論

「特定健診・特定保健指導 実践者育成研修」

厚生労働省　

修了証書

選択科目

認定・修了証など

問合せ先：中村裕之、人見嘉哲 　金沢大学医薬保健研究域医学系 環境生態医学・公衆衛生学

　　　　 　920-8640 金沢市宝町13-1 　Tel　076-265-2218 (代)　　Fax 076-234-4233

金沢大学大学院医学系研究科 医科学専攻・保健学専攻　共催

　カリキュラムは、厚生労働省の定める「特定健診・特定保健指導 実践者育成研修」の内

容を網羅しており、規定を満たした受講者は研修修了証を受けることが出来ます(要件は下

記参照)。

開講期間 : 平成 22 年 10 月 16日(土), 17日(日)

23日(土), 24日(日)

30日(土), 31日(日, 修了証授与)

受講対象者 :

大学院修士生 　保健学専攻、医科学専攻 ○ ○

　上記以外の専攻 ○

※１

単位 ①

　「高齢者の医療の確保に関する法律」の改正によ

り特定健診・特定保健指導（通称メタボ健診/保健

指導）が導入されました。 新制度は、生活習慣病

予防を重要課題としており、予防医学の専門知識を

持った人員の育成が差し迫った課題となっておりま

す。本講座は、主に保健学専攻と医科学専攻の大学

院修士を対象とした両専攻の共通選択科目であり、

住民の健康を守るための健診事業の企画、実施、評

価に必要な知識と方法論を概説します。

開講場所 : 医学類教育棟１階 第２講義室 他

※１

※１

学部学生　　　　（要相談）

①


